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bこの市政だよりは町務連絡員の

方を通じて市内の全世帯に配付す

るようにしています。

pもし、お宅の近くで市政だより

が届いていないところがありまし

たら、町務連絡員へとどけでるよ

う知らせてあげてください。

お ね が い

.昭和33年4月22日第三種郵便物語、可圃毎月3回1日・1013-・20日発行.定価1部5円

.発行所大村市役所 .編集人総務課長菊池綱昌 国印刷所合同印刷所

。
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ζ

こ
を
と
じ
て
く
だ
さ
い
)

Ic. 

橋と防波堤りっぱにできた

O 

東浦漁港防波堤

東浦漁港に長さ90メートルの防

波堤ができあがった。この防波

堤の内側には約160隻の船が避

難できる。

総工費=約19，700，000円

三鈴橋

鈴田から三浦へ通じる県道貝津

大村線の起点鈴田川にかかって

いる長さ約63メートル巾 6メー

トルの橋。いままでは木橋で大

変あぶないといわれていたが、

このほEりっぱにできあがった

総工費=約10，400，000円
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ご
協
力
あ
り
が
と
う

N

ネ
パ
ー
ル
の
子
供
達
を

τ

結
核
か
ら
守
る

u
た
め
、
海

外
医
療
協
会
が
中
心
と
な
っ

て
「
古
切
手
収
集
運
動
」
が

進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

使
用
ず
み
の
五
円
切
手

十
円
切
手
か
ら
記
念
切
手
、

外
国
切
手
な
ど
を
集
め
て、

市
役
所
宛
に
送
っ
て
く
だ
さ

い
。
古
切
手
百
枚
で
二
人
分

の
B
C
G
ワ
ク
チ
ン
が
買
え

る
の
で
す
。

十
一
月
と
十
二
月
中
に
次

の
市
内
の
方
々
か
ら
ご
協
力

を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

井
川
利
行
さ
ん
。
中
尾
亮

子
さ
ん
。
岩
永
キ
ク
エ
さ

ん
。
久
保
川
雅
子
さ
ん
。

赤
羽
隆
子
さ
ん
。
中
尾
ヤ

ス
子
さ
ん
。
織
田
ス
エ
子

さ
ん
。
萱
瀬
小
学
校
一
同

エト2手

* 2令大i;:{ イス1ミ2手エト2令1た1たZ争* 
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スタートの練習

一国体強化訓練始まる一

大村市政だよ

昭和7年赤10団長「リンピックロスアンゼノレス

大会で活躍し?と吉岡隆徳氏を招いて陸上競技

の国体強化訓練を行なL、ました。会場の市営

競技場には、一般、中学、高校生徒約100人

が集まり 、熱心にコーチを受けた。

写真=スタ ート ダッシユのコーチに熱が入る

昭和33年 4月22日第三種郵便物認可昭和42年2月10日

登
録
し
て
い
な
い
方
は
早
く

満
問
歳
に
を
っ
た
ら
手
続
を

員
選
挙
で
入
場
券
が
こ
な
か

っ
た
人
)

登
録
申
出
場
所

市
民
課
、
各
出
張
所
及
び

選
管
事
務
肩

白

執
務
・
時
間
中
で
あ
れ
ば
い

つ
で
も
受
付
け
ま
す
。

な
お
、
お
わ
か
り
に
な
ら

な
い
点
は
選
管
事
務
局
に
お
、

問
合
せ
く
だ
さ
い
。

市
で
は
、
二
月
十
六
日
か
ら

一一
月
二
十
二
日
ま
で
の
あ
い

だ
に
市
内
せ
い
に
ネ
ズ
ミ
の

駆
除
を
し
ま
し
ょ
う
。

と
呼

び
か
け
て
い
ま
す
。

ネ
ズ
ミ
は
繁
殖
力
が
旺
盛
で

一
家
庭
で
退
治
し
て
も
い
つ

の
ま
に
か
侵
入
し
て
く
る
も

の
で
す
。
各
家
庭
で
、
定
め

ら
れ
た
期
間
に
、
一
せ
い
に

退
治
す
る
の
が
効
果
的
な
方

法
で
す
。
各
家
庭
に
は
、
町
務
連
絡
員
の
方

を
通
じ
て
配
付
さ
れ
ま
す
。

ま
た
、
日
頃
か
ら
家
庭
内
を
清
潔
に
し、

ネ
ズ
ミ
の
た
べ
も
の
を
取
り
除
き
、
ネ
ズ
ミ

が
繁
殖
し
な
い

よ
う
に
し
て
お
き
ま
し
ょ
う

選
挙
人
名
簿
の
登
録
申
出

は
執
務
時
間
中
常
時
受
付
け

て
お
り
ま
す
が
、
一
)一
月
一
日

ま
で
に
選
挙
人
名
簿
の
登
録

申
出
を
-さ
れ
た
人
の
う
ち
資

格
が
あ
る
人
を
三
月
三
十
日

現
在
で
選
挙
入
名
簿
に
追
加

登
録
い
た
し
ま
す
。
次
に
該

当
す
る
人
は
三
月
一
日
ま
で

に
も
れ
な
く
登
録
の
申
出
を

し
て
下
さ
い
。

こ
ん
ど
登
録
し
ま
す
と
四

月
行
な
わ
れ
る
予
定
の
統
一

地
方
選
挙
に
投
票
で
き
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。

な
お
、
三
月
二
日
以
後
に

登
録
の
申
出
を
し
た
場
合
は

九
月
で
な
け
れ
ば
永
久
選
挙

人
名
簿
に
登
録
で
き
な
い
こ

と
に
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意

く
だ
さ
い
。

登
録
で
き
る
人

①
永
年
大
村
市
に
住
ん
で
い

る
人
で
、
三
月
二
日
ま
で
に

生
れ
た
新
成
人
者
(
満
二
十

才
に
な
っ
た
日
か
ら
登
録
の

申
出
が
で
き
ま
す
)

②
昨
年
七
月
十
一
日
以
降
大

村
市
に
転
入
し
た
満

二
十
才

以
上
の
人
(
現
在
満
二
十
才

に
な
ら
な
い
人
で
も
三
月
一

日
ま
で
に
満
二
十
才
に
な
る

人
は
そ
の
時
点
で
申
出
を
し

て
く
だ
さ

い
。
)

③
永
年
大
村
市
に
居
住
し
て

い
る
満
二
十
才
以
上
の
人
で

現
在
有
効
な
選
挙
人
名
簿
に

登
録
も
れ
の
人
(
衆
議
院
議

みんなそろって

ネズミ退治を

国民年金が改善されました
ーみなさん年金に加入しましょう一

国民年金の保険料は、昭和36年4月に保険料の徴収事

務が開始されて以来、いままで、

2 0オ-34オ = 、月 100円

35オ-59オ = 月 150円

でしたが、、昭和42年 1月から老令年金や障害年金が別

表のとおり引き上げられていますので、保険料の額も

当然引上げることが必要となりラ

2 0オ-34オ=月 200円

3 5 オ~ 59オ=月 250円

となりました。

年金は、若いうちから少しずつ準備して行くものであ

り、また最近のような交通戦争を考えると老後のこと

ではなく、いつ、どう白ゅう事故にあうかわからないし

‘拠 、出年金 このためには障

老令年金 IC改正前)I C改正後)I 害年金や母子年
25年拠出 I 24，000円 I60，000円 |"'~'VVVI J VU，VUVI J 金に加入してお
40年拠出 I 42，000円 I96，000円..，llI;.o.'- J.JH/ '" 

障 害年金 くζ とか大切で

最底保障額 124，000円 160，000円 卜 しょう。
1級加算額 ! 6，000円 i12，000円 |V' VVVI .J I .Lw' VVVI .J I 国民年金に加

母子準母子年金

最底保障額 I 24，000円 I60，000円| 入する手続は市
(母子、2人の場合) I 役所の保険年金
遺 児 年 金

最底保障額 112，000円 I30，000円 | 課で受け付ける

福 、祉年金 ことになってい

老令福祉手金}，15，.600円 118，000円 | ます。
障害福祉年金γ.~4， 000円 \ 26，400円 |

母子準母子年金:1.18，000円 J20，400円 l
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お

し
ら
せ

国
庫
債
券
の
寅
土
げ
と

生
業
資
金
の
貸
付

戦
没
者
の
遺
族
に
対
す
る

特
別
弔
慰
金
国
庫
債
券
(
十

年
分
割
払
三
万
円
)
を
持
っ

て
お
ら
れ
ゐ
か
た
は
、
つ
ぎ

の
と
お
り
買
上
償
還
と
生
業

資
金
の
借
入
申
請
を
受
付
ま

す
の
で
申
込
み
く
だ
さ
い
。

〔
買
上
慣
還
〕

マ

条
件

①
生
活
保
護
を
受
け
て
い
'

昭和33年4月22日第三種郵便物認可

コ
ー

ナ

i

る
か
た

②
現
に
保
護
を
受
け
て
い

な
い
が
生
活
に
困
っ
て
い

る
か
た

マ
買
上
額
二
万
一
千
円

〔
生
業
資
金
〕
マ
条
件

事
業
資
金
と
し
て
活
用
し

よ
う
と
す
る
か
た

マ
貸
付
額
二
万
一
干
円

申
込
は
い
ず
れ
も
二
月
二

市営住宅建 築 急 ピ ツ ず 1111¥1111¥11 

旧市役所跡に、鉄筋5階建の改良市営住宅の建築工事が急ピツ llilllillll
チで進められています。 現在50パーセントできあがり、今年 3111111111I1 

月には完成する予定です。 総工費=約2千9百万円。 1IIIIilllll

り大村市政だよ(3) 

十
八
日
ま
で
大
村
市
福
祉

事
務
所
で
受
付
け
ま
す
。

市
立
保
育
所
児
童

募
集

市
立
保
育
所
と
萱
瀬
保
育

所
の
四
十
二
年
度
入
所
児
童

を
、
つ
、
ぎ
の
と
お
り
募
集
し

ま
す
。

マ
該
当
児
童
保
護
者
が
共

稼
ぎ
や
病
気
そ
の
他
の
理
由

で
、
日
々
の
保
育
に
欠
け
る

就
学
前
の
幼
児

マ
募
集
人
員

池
田
保
育
所
H

約
三
十
名

中
央
保
育
所
H

約
十
四
名

三
城
保
育
所
日
約
十
三
名

萱
瀬
保
育
所
H

約
三
十
名

マ
受
付
期
間

一
一
月
二
十
八
日
ま
で

マ
受
付
場
所
福

t

祉
事
務
所

、、h

上
の
学
力
で
健
康
な
人
。

マ
願
書
締
切

県
立
佐
世
保
職
業
訓
練
所

三
月
十
日

諌
早
総
合
職
業
訓
練
所

二
月
二
十
八
日

く
わ
し
い
こ
と
は
福
祉
事

務
所
に
お
た
ず
ね
く
だ
さ
い

米
穀
の
配
給
比
率
が

か
わ
り
ま
し
た

三
月
か
ら
、
米
穀
の
配
給

比
率
・
が
次
の
と
お
り
か
わ
っ

て
、
上
米
の
割
合
が
五
パ

ー

セ
ン
ト
多
く
な
り
、
並
米
、

徳
用
米
の
割
合
が
少
な
く
な

り
一ま
す
の
で
、
そ
れ
だ
け
配

給
米
が
お
い
し
く
な
り
ま
す

上
米
、
六
十
パ
ー
セ
ン
ト

(
従
来
五
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
)

並
米
、
三
十
八
パ
ー
セ
ン
ト

(従
来
四
十

一
パ
l
宅
シ

ト
)

徳
用
米
、
二
パ
1
セ
シ
ト

(
従
来
四
パ

l
セ
ン
白ト
)

母
子
福
祉
資
金
予
約
申
込
書

貸
付
申
請
書
、
戸
籍
謄
本
又

は
抄
本
、
母
子
家
庭
で
あ
る

こ
と
の
証
明
書
、
成
績
証
明

書
を
そ
え
て
福
祉
事
務
所
へ

申
込
み
く
だ
さ
い
。

職
業
訓
練
生
牽
募
集

産
業
界
で
必
要
と
し
て
い

る
専
門
的
技
能
者
を
養
成
す

る

無
縁
墓
地
の
改
葬

る
た
め
、
職
業
に
必
要
な
基
却
固
ま
で
に
申
込
を

γ
墓
地
名

礎

知

識

と

技

能

を

身

に

つ

け

母

子

修

学

資

金

福
岡
市
渡
辺
通
五
丁
目

産
業
人
と
し
て
の
人
聞
を
育
母
子
福
祉
法
に
よ
る
母
子
妙
徳
寺
境
内

て
る
た
め
の
職
業
訓
練
生
を
福
祉
の
た
め
の
修
学
資
金
の

‘
マ
届
出
先

募
集
し
て
い
ま
す
。

貸
付
の
申
込
は
二
月
二
十
日

一

一妙
徳
寺
住
職
、
筑
紫
達
公

マ
応
募
資
格
義
務
教
育
以

、
ま
で
で
す
。
ご
希
望
の
方
は

，ず
マ
届
出
期
日

，
二
月
十
五
日

モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト

従
業
員
を
募
集

モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
競
走
事
業

の
女
子
放
送
員
を
募
集
し
て

い
ま
す
。
く
わ
し
く
こ
と
は

事
業
課
へ
お
た
ず
ね
く
だ
さ

マ
応
募
資
格
者

二
十
才
以
上
の
女
子

マ
願
書
締
切

三
月
二
十
日
ま
で

マ
申
込
先

事
業
課
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家庭児童相談室

将来の国家社会を背負ってた

つ青少年は大切な宝です。その

育成指導にはできる限りの努力

を払わねばなりません。

大村市に新設された家庭児童

相談室は教育上の色々な問題に

ついて、必要に応じては関係方

面とも協力して、お子様方をよ

り立派にしたいという考へから

設けられたものです。

大切な子供さんを立派に育て

る心構えとして、起った問題の

処理よりも、問題の未然防止を

考えどしどしご相談く ださい。

又ご相談に当っては本人や家

庭の秘密i絶対守られます。

安心してご利用ください。

相談室は福祉事務所内にあり

ます。

所
得
税
の
確
定

申
告
書
を
提
出

し
た
方
は
市
民

税
の
個
人
申
告

書
等
の
提
出
は

い
り
ま
せ
ん
。

〆

か
ら
確
定
申
告
書
の
送
付
を

受
け
ら
れ
た
方
で
、
納
税
相

談
の
結
果
、
所
得
税
の
失
格

者
と
な
り
、
確
定
申
告
書
を

提
出
す
る
必
要
が
な
く
な
ら

れ
た
方
は
市
県
民
税
、
及
び

事
業
税
の
申
告
書
を
従
来
ど

お
り
提
出
し
な
く
て
は
な
り

ま
せ
ん
。

所
得
税
の
確
定
申
告
書
を

提
出
さ
れ
る
方
は
確
定
申
告

書
の
住
民
税
、
事
業
税
に
関

す
る
事
項
の
欄
も
お
忘
れ
な

く
該
当
事
項
を
書
き
入
れ
て

忌

明

に

寄

付

市
内
皆
同
郷
の
田
川
恒
夫

さ
ん
は
、
亡
父
精

一
郎
さ
ん

の
忌
明
に
、
市
内
須
田
ノ
木

く
だ
さ
い
。
申
告
期
限
は
、

所
得
税
、
市
県
民
税
、
事
業

税
す
べ
て
三
月
十
五
日
ま
で

で
す
。

県
(
事
業
税
)
と
市
(
市
民

税
)
の
共
同
申
告
相
談

県
の
事
業
税
と
、
市
県
民

税
の
申
告
相
談
が
つ
ぎ
の
日

程
で
行
な
わ
れ
ま
す
。
申
告

の
こ
と
で
わ
か
ら
な
い
方
は

ぜ
ひ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

マ
日
程
二
月
二
十
三
日
か

ら
二
月
二
十
八
日
ま
で

マ
場
所
大
村
市
役
所

の
井
上
と
し
子
さ
ん
は
、
亡

夫
優
さ
ん
の
忌
明
に
、
ま
た

市
内
竹
松
郷
の
原
口
政
一
さ

ん
は
亡
父
忠
太
郎
さ
ん
の
忌

1 〆 ・・
J 

地
方
税
法
の
一
部
改
正
に

よ
り
、

市
県
民
税
、
及
び
事

業
税
の
申
告
制
度
が
簡
素
化

さ
れ
ま
し
た
。
昭
和
四
十
一

年
分
所
得
税
に
つ
い
て
税
務

署
に
確
定
申
告
書
を
提
出
さ

q

れ
た
方
は
、
昭
和
四
十
二
年

度
市
県
民
税
個
人
申
告
書
、

及
び
昭
和
四
十
二
年
度
の
個

人
事
業
税
の
申
告
書
を
提
出

す
る
必
要
が
な
い
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。
た
だ
し
税
務
署

明
に
、

そ
れ
ぞ
れ
金
一
封
を

社
会
福
祉
事
業
資
金
に
と
寄

付
さ
れ
ま
し
た
。

、心


